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山形県男女共同参画計画（案）に寄せられた意見の概要及び意見に対する県の考え方 

 

１ 意見募集期間 令和８年１月 29日（木）から令和８年２月 20日（金）まで 

２ 御意見等の数 32 件（意見提出者３名） 

３ 提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方 

 

番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

基本の柱Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の強化 

施策の方向１ 多様な生き方・価値観を尊重する意識の向上 

１ (1)固定的な

性別役割分担

意識やアンコ

ンシャス・バ

イアスの解消

に向けた取組

みの強化  

「性暴力表現等の人権を侵害する

ような情報への対策」とありますが、

性に対する教育が日本では生殖教育

に止まり、正しい避妊教育や性感染

症等の具体的な性教育を行うことも

必要と思料します。 

現行の学習指導要領では、高等学校の

保健の教科の中で、性感染症・エイズの予

防や避妊法等の学習を行っております

が、性に関する現代的課題に適切に対応

するためには、実態を踏まえ、集団または

個別の指導を適切に進めていく必要があ

ります。児童生徒の発達段階や個人差等

を考慮しながら、集団指導で教えるべき

内容と個別指導で教えるべき内容を明確

にし、それらを関連させて適切な指導が

行われるよう引き続き指導助言してまい

ります。 

２ 「多様なメディア」に対し「男女共

同参画の視点に配慮した表現のガイ

ドライン」の活用を促進するとする

記載は、その対象範囲が不明確であ

り、県の広報に限定されない場合に

は、マスメディアや個人のＳＮＳ発

信等に対する行政の価値観の介入を

許容するものとなり得る。表現の自

由に対する萎縮効果を生じさせるお

それがあるため、対象を県の広報活

動に限定する旨を明記すべきであ

る。 

公的広報に関する取組みである文言に

修正します。 

３ 男女共同参画計画において「有害

図書類の指定や販売店などへの立入

調査等を実施」と記載することは、青

少年健全育成条例に基づく制度の枠

組みを、男女共同参画施策の中に位

置付けるものであり、制度目的との

整合性を欠く。表現規制的措置を男

女共同参画政策の手段として用いる

ことは不適切であり、本記載は削除

すべきである。 

本取組みは、山形県青少年健全育成条

例に基づく調査・指導等として実施して

いるものでありますが、人権を尊重する

表現を促進する観点から、男女共同参画

社会の実現に向けた基盤の強化に関連す

る取組みであることがわかる文言に修正

します。 
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

４ (3)多様な生

き方や暮らし

方の実現に向

けた取組みの

推進 

【主な取組み】に「移住交流ポータ

ルサイト・ＳＮＳ等での情報発信や

首都圏での相談・移住コーディネー

ターによる支援活動」がありますが、

進学や就職で山形県外へ転出する人

に情報に個別に情報提供するツール

が必要だと思います。 

県外転出者に向けた個別の情報提供と

して、高校卒業時に登録を希望した県内

外大学等の進学者に対し、ＳＮＳ等を活

用した就職関連情報や地域で活躍する同

世代のロールモデルに関する情報等の提

供を行っております。さらに、来年度以

降、希望しない方を除き、県外の企業に就

職した方に対しても継続した情報の提供

を検討しております。 

県としては引き続き、本県にゆかりの

ある方々への情報発信に取り組むこと

で、若年層や女性の県内定着・回帰を図っ

て行ってまいります。 

施策の方向２ 男女共同参画の視点に立った学びの推進 

５ (1)若い世代

が互いを尊重

し合い、主体

的に生きてい

くための能力

を身につける

教育・学習の

推進 

【主な取組み】の「①男女共同参画

社会づくりの担い手となる次世代の

人材育成のための研修等を実施」、

「④子育てや家庭教育は夫婦が協力

して行うことが重要であることが重

要であることなどを啓発するため、

子育てや家庭教育に携わる関係者を

対象とした研修会等を実施」につい

て同様なことは、「⑥『学習指導要領』

や『学校教育指導の重点』等に基づ

き、学校教育全体を通して、男女共同

参画の理解を深め、基本的人権を尊

重し、男女平等の精神を身につける

教育を推進。」にも含まれるものでし

ょうか。 

①は、主に大学生等を対象とし、ライフ

ステージや日常の様々な場面で主体的に

多様な選択ができる人材を育成する研修

を想定しております。 

④は、主に幼稚園職員や小・中・高教員、

保育士や子育て支援者等を対象とし、子

育てにおける親の関わり方等、様々なテ

ーマによる研修会を想定しております。 

⑥は、学校段階の取組みに社会科や保

健体育、家庭科といった教科における学

習を通して、男女共同参画に関する基礎

的な知識等を身につけることを想定して

おります。 

世代等に応じ、男女共同参画の視点に

立った学びの場を提供する取組みを推進

してまいります。 

６ (2)あらゆる

機会を活用し

た男女共同参

画の理解を促

す研修等の充

実 

「③あらゆる世代が男女共同参画

について学ぶ機会を提供するため、

市町村等と連携し男女共同参画啓発

セミナー等を各地域において実施。」

とありますが、高齢化率の高い山形

県について高齢者については、どの

ような機会やチャンネルを想定して

事業・施策を進めるのでしょうか。 

男女共同参画推進員による自治会での

出前講座の実施や、市町村との連携によ

るセミナー開催、県男女共同参画センタ

ー「チェリア」による啓発活動等、様々な

機会の提供により、あらゆる世代の男女

共同参画への理解促進や意識醸成を図っ

てまいります。 
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

施策の方向３ 生活の場（家庭・地域）における男女共同参画の推進 

７ (3)暮らしや

すい地域づく

りに向けた多

様な人材の参

画促進 

「自治会・町内会、ＰＴＡ活動への

女性の参画や役職就任が進むよう、

各団体に働きかけ、リーダー層の意

識改革を図るとともに、出前講座の

実施などにより地域における男女共

同参画の普及啓発を促進します。」と

ありますが、これに対する主な取組

みは、県男女共同参画推進員による

出前講座の実施のことでしょうか。

自治会・町内会、ＰＴＡ活動への女性

の参画や役職就任が進むよう、各団

体に対する働きかけはどのように取

り組まれますか。 

地域における男女共同参画を推進する

ため、自治会、学校、企業等における研修

会や勉強会等に男女共同参画推進員を派

遣し、希望するテーマに沿った出前講座

を行います。 

また、市町村と県との情報交換会等の

機会を通じて、地域における男女共同参

画の取組みを引き続き働きかけるととも

に、市町村における取組みを支援してま

いります。 

基本の柱Ⅱ あらゆる分野において一人一人が活躍できる環境づくり 

施策の方向４ 政策・方針決定過程における女性の参画拡大 

８ (1)管理職・役

員等への女性

の登用促進 

「企業における女性職員の登用」、

「公的機関の女性職員の登用」とは

女性管理職・役員等の登用のことを

意味するものですか。 

管理職・役員等への女性の登用促進に

ついて記載しております。 

なお、管理職等への登用につなげるた

め、女性の意識醸成、人材育成等について

も取組みを進めてまいります。 

９ 「市町村における女性職員の管理

職等への登用」、「県において、女性職

員の能力や適性を踏まえた管理職等

への積極的な登用を推進」は職員の

採用から管理職への登用まで一貫し

た計画となりますか。計画に年次毎

の数値目標はあるのでしょうか。 

市町村や県では、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成 27年

法律第 64号）に基づき特定事業主行動計

画を策定のうえ、女性職員の採用や管理

職等への登用を含む女性職員の活躍の推

進等に取り組んでいます。 

数値目標についても、各特定事業主

（県・市町村など）がその実情に応じて計

画期間内に達成を目指すものとして設定

し、進捗状況や目標達成のために実施し

た取組みの実績等を毎年少なくとも１回

公表することになっています。 
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

10 (2)政治分野

における女性

の参画促進 

「政治分野における男女共同参画

の推進に関する法律」（平成 30 年法

律第 28号）では、衆議院、参議院及

び地方議会の選挙において、男女の

候補者の数ができる限り均等となる

ことを目指すことなどを基本原則と

し、国・地方公共団体の責務や、政党

等が所属する男女のそれぞれの公職

の候補者の数について目標を定める

等、自主的に取り組むよう努めるこ

となどを定めています。これについ

て県の取組みをお知らせください。 

県男女共同参画センター「チェリア」が

実施する女性のエンパワーメント講座や

交流会、様々な分野で活躍する女性ロー

ルモデルの紹介を通じて、自分自身の意

識と能力を高め、女性の政治分野への参

画を促してまいります。 

また、同法の実効性ある取組みについ

て政府へ提案してまいります。 

11 (3)審議会等

委員への女性

の参画促進 

例えば原則 50％は女性とする等、

明確な数値目標を定めることが必要

ではないでしょうか。 

県の審議会については、委員に占める

女性の割合について、50％程度を維持す

る数値目標を掲げ、取組みを推進してま

いります。 

施策の方向５ 働く場における男女共同参画の推進 

12 施策の方向５ 児童生徒の自治的な組織の児童会

や生徒会では女性が会長になる場合

が多いと思います。このことから、児

童生徒は役割分担を上手に果たして

いると思われます。社会に出た時点

で役割分担を意識させられるものと

思います。しかしながら、女性特有の

性に関する生理現象もしっかり配慮

して、そのことは当然の権利として

女性に配慮した人事や成果を評価す

ることが当然であると思います。 

性別にかかわらず全ての人にとって働

きやすい環境づくりを進めるため、企業

における女性活躍の意識醸成や環境整備

の促進等に取り組んでまいります。 

併せて、女性と男性では、健康課題の内

容も課題を抱えやすい時期も異なるた

め、互いの身体の特性・健康課題について

理解を深め、心身の健康を保持しながら

就業継続していけるよう、仕事と健康課

題の両立のための取組みを推進してまい

ります。 

13 (2)待遇改善

や賃金向上に

よる男女間格

差の是正 

「待遇改善により男女間賃金格差

の是正」の取組みとしては①の取組

みがそれにあたるのでしょうか。 

①の取組み（職場環境改善アドバイザ

ーの派遣により多様な正社員化の導入に

向けた助言を実施）のほか、②の取組み

（女性非正規雇用労働者の正社員転換を

実施した事業者に対する支援）を行って

まいります。 

14 (6)ハラスメ

ント防止対策

の促進 

セクシュアルハラスメント、妊娠・

出産等に関するハラスメント、育児・

介護休業等に関するハラスメント、

パワーハラスメント、カスタマーハ

ラスメントは男女とも認識すべき課

題であり、普及啓発の強化と被害者

が相談窓口にたどりつける仕組みや

環境整備が必要と思われる。 

職場における各種ハラスメント防止対

策の促進に向け、関係機関と連携した普

及啓発を行うとともに、職場環境改善ア

ドバイザーによるハラスメント対応への

アドバイスを実施してまいります。 

また、相談窓口の周知にも取り組んで

まいります。 
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

施策の方向６ 様々な分野における男女共同参画の推進 

15 (2)科学技術・

学術分野等に

おける女性の

参画拡大 

高校生がＡＩ技術の基礎を学ぶ

「やまがたＡＩ部」の活動が記載さ

れていますが、もっと早い段階であ

る小中学生の児童生徒を対象とする

取組みはありますか。 

ＡＩ技術について、小学生や中学生を

対象とする取組みは行っておりません

が、義務教育段階では、情報活用能力の育

成として基礎的なスキルの向上を図って

おります。 

16 (3)女性の起

業に対する支

援 

この項目に記載の【主な取組み】は

女性に特化したものなのでしょう

か。 

支援メニューの一つとして女性の創業

に対して優遇措置があるものなどを記載

しております。 

基本の柱Ⅲ 個人の尊厳が守られ、安全・安心に暮らせる社会づくり 

施策の方向７ あらゆる暴力の根絶 

17 (1)ＤＶ等暴

力防止の普及

啓発の推進 

「⑥児童が情報を主体的に収集・

判断し、インターネットやスマート

フォンを始めとする様々なメディア

が社会や生活に及ぼす影響を理解し

ながら、情報化の進展に対応できる

能力を育成。」の児童とは小学生が対

象ですか、中学生も含みますか。 

また、「情報化の進展に対応できる

能力を育成」には、世界的に低年齢者

の利用制限が進んでいるＳＮＳの利

用の方法や犯罪に巻き込まれる危険

について周知することも含まれます

か。 

⑥の「児童」は小学生及び中学生を対象

とすることから、⑥の「児童」を「児童生

徒」に修正します。また、「情報化の進展

に対応できる能力の育成」のために、「イ

ンターネットやスマートフォンを始めと

する様々なメディアが社会や生活に及ぼ

す影響」として、ネットモラルや情報セキ

ュリティに関する内容を指導してまいり

ます。 

 

18 「望まない妊娠」により、生まれて

くる子どもに対する犯罪行為が発生

することが想定されます。これを避

けるための教育も重要であると思料

します。 

県教育委員会では、各学校の健康課題

に対応した専門医派遣事業を実施してお

り、「いのち、性」をテーマとした専門医

による授業が最も多い状況となっており

ます。 

今後も、本事業の活用を促しながら「い

のちの尊さ」や「いのちをつなぐ性」など

について児童生徒や教職員、保護者等の

学びを充実させるとともに、生命を大切

にしてよりよく生きるための健康教育を

推進してまいります。 

19 (2)ＤＶ等被

害者への相談

体制・保護体

制・自立支援

の充実 

「家庭における暴力の被害者は潜

在化・深刻化しやすいことから、安心

して早期に相談窓口を利用し様々な

支援」とありますが、児童生徒が被害

者となる可能性もあります。学校に

も相談窓口となり支援する仕組みが

ありますか。 

学校においては、担任をはじめとする

教職員やスクールカウンセラー等が相談

窓口となり、個々の相談に応じて、関係機

関と連携して支援しております。 
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

20 (3)性犯罪・性

暴力等への対

策の推進 

学校や保育機関の職員が加害当事

者となる事例が報道されますが、性

犯罪・性暴力の研修が必要ではない

のでしょうか。 

公立学校では、各校へ性犯罪・性暴力を

含めた不祥事防止のための研修資料を提

供し、教職員に対して不祥事の未然防止

に向けた研修を実施しており、今後も継

続してまいります。 

また、保育施設等では、保育士や幼稚園

教諭等が参加する各種研修の中で、性犯

罪・性暴力に係る研修を実施しており、今

後も継続してまいります。 

施策の方向８ 様々な困難を抱える人に対する支援や多様性の尊重 

21 (1)困難な問

題を抱える女

性等への支援

の充実 

「②困難な問題を抱える女性を早

期に把握するため、アウトリーチ等

の体制づくりを推進。」において基礎

自治体である市町村との連携する仕

組みはありますか。 

地域におけるＤＶ被害者及び困難女性

への支援を適切かつ円滑に行うため、県

内４地区ごとに福祉、医療、教育、警察等

の関係機関で構成する地区支援調整会議

を設置しており、全ての市町村を構成員

としております。 

施策の方向９ 男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

22 (2)男女共同

参画の視点に

立った防災の

取組強化 

避難所運営において女性やこども

の視点に立った避難所の施設や運営

に資する取組みをしていただきた

い。 

男女共同参画の視点に立った防災の取

組みを強化するため、自主防災組織への

女性参画や女性の防災士等の避難所運営

における活動を促進してまいります。 

また、女性防災士育成セミナーの開催

や、教員を目指す大学生を対象とした防

災士資格取得への支援等を通して、女性

防災士の増加やこどもたちの防災に対す

る学びを推進してまいります。 

施策の方向 10 生涯を通じた健康支援 

23 (1)リプロダ

クティブヘル

ス ／ ラ イ ツ

（性と生殖に

関する健康と

権利）の視点

に立った知識

の普及や保健

医療対策の充

実 

リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツについては幼少期からその発達段

階でのフォローが必要であると思い

ますが、山形県としても年齢に対応

した体系的な教育環境となっていま

すか。 

こどもたちの健康でたくましい身体の

育成を目指して、令和４年３月、県教育委

員会及び県学校保健連合会が共同で「教

職員のための指導資料 性に関する指

導」を発行しました。この中には、保健に

おける小・中・高の系統性についても示し

ており、文部科学省が示す学習指導要領

の内容に則りながら、各発達段階におけ

る性に関する指導が系統的に位置付けて

実施されるよう、この指導資料の活用を

促してまいります。 
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

24 妊娠不安の相談が急増したことを

背景に、必要な人に適切なタイミン

グで届けるために緊急避妊薬の薬局

販売が実現しましたが、このことの

周知が必要であると思います。 

妊娠、出産に関する相談支援において、

緊急避妊が必要な方へ情報提供してまい

ります。 

 

計画全体に関すること 

25 計画の位置づ

け 

「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律」及び「困

難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」に基づく都道府県基本計

画を本計画に位置づけとあります

が、県民の理解醸成ができるように

記載することを要望します。 

「人権擁護」と「男女平等の実現」とい

う共通の理念に基づき、「男女共同参画計

画」「ＤＶ被害者支援計画」「困難女性支援

計画」を統合することで、個人の尊厳を害

する暴力への対応と困難な問題を抱える

女性への支援を充実させ、男女共同参画

社会の実現に向けた関連施策を一体的に

推進することとしております。 

29 ページの計画の体系において、どの

部分に「ＤＶ被害者支援計画」と「困難女

性支援計画」が位置づけられているのか

を記載するとともに、計画概要リーフレ

ットにも明示し周知してまいります。 

26 社会情勢の変

化 

若年層の県外転出の推移につい

て、「本県では、男女ともに 15～24歳

の転出超過が最も多く、社会減の７

割以上を占める傾向が続いていま

す。」と淡々と記載していますが、こ

のグラフでは受ける印象（危機感）が

弱いと感じます（男女別、年齢階級別

のグラフ添付）。山形県の 15～29 歳

の層（特に女性）の県外流出が一向に

止まらない原因をきちんと把握した

うえで次の施策を構築・実行するこ

とが求められます。県内に住む者へ

の定期的な調査より先に、県外に出

た方に対し何故で県外に出たか、Ｕ

ターンには何が必要か、今後のＵタ

ーン等の意向はどうかなどについて

の調査が必要ではないでしょうか。 

本資料のグラフは、本県の転出超過の

多くを 15～24歳が占めており、その中で

も男性より女性の方が多い傾向を一つの

グラフで示し、視覚的なわかりやすさを

重視し、説明は端的に記載しております。 

県外に転出された方への調査について

は、「若者の県内定着・回帰の促進に向け

た県外進学者の県内企業への就職に係る

実態調査」（令和４年度）などを行ってい

るほか、県内外若手社会人や大学生との

意見交換を実施しており、若者の意向や

ニーズの把握に努めております。 

なお、こうした調査結果等を踏まえ、山

形県人口ビジョンにおいて、人口減少対

策についてお示ししております。 

 

【山形県人口ビジョン（令和７年改訂版）

（県ホームページ）】 

https://www.pref.yamagata.jp/020060/

kensei/keikaku/keikaku4/kouki.html 

前計画の達成状況に関すること 

27 基本の柱Ⅰ 主な取組みがどの施策の方向に資

する取組みなのか理解できるような

記載はできますか。 

主な取組みについて、施策の方向との

関連がわかるように記載します。 

https://www.pref.yamagata.jp/020060/kensei/keikaku/keikaku4/kouki.html
https://www.pref.yamagata.jp/020060/kensei/keikaku/keikaku4/kouki.html
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番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

28 基本の柱Ⅰ 職場としての、山形県庁内の取組

みを記載してください。 

各部局に対して、公的広報における「男

女共同参画の視点に配慮した表現のガイ

ドライン」の活用を働きかけております。

（主な取組みの上から２つ目に記載して

います。） 

29 基本の柱Ⅰ 「オンライン 100 人女子会」や

「Yamagata Women's Link」でどんな

意見が出て、それを踏まえどのよう

な施策を展開しようとしているので

しょうか。 

参加者からは、「山形でチャレンジする

女性の姿を見て、自分も一歩踏み出した

いと思った」「山形に住み続け、山形の発

展に貢献したい」など前向きな意見が多

く寄せられました。また、このような女性

同士の交流の場やロールモデルと出会え

る機会等の要望もいただいております。 

引き続き、若手社会人女性と女子学生

の交流の場を提供し、社会人女性には、キ

ャリアアップや新たなチャレンジへの意

識を高めてもらうとともに、女子学生に

は、山形で暮らし働くことの魅力やキャ

リア形成の可能性を知ってもらい、地元

定着意欲を促進してまいります。 

30 基本の柱Ⅰ 「夫は働き、妻は家庭を守るのが

良い」という考え方について、「反対」

は R6 は 58.9%となっており、R7 の

目標値(60.0%)にあと一歩です。しか

し、本文の評価は「約６割にとどまっ

ています。」とかなり控え目なのは何

故でしょうか。目標を超えもっと伸

びるはずと想定されていたのでしょ

うか。 

目標値を概ね達成した旨の表現に修正

します。 

31 基本の柱Ⅱ 施策の方向「６ 家庭・地域におけ

る男女共同参画の推進」に対する取

組みとして「地域における男女共同

参画を進めるため、市町村や団体か

らの要望に応じて男女共同参画推進

員による出前講座を実施しました。」

とありますが、山形県から積極的に

出前講座を推進する必要があるので

はないでしょうか。 

男女共同参画推進員の出前講座につい

ては、地域団体や学校等を中心に年間 15

件程度の出前講座を開催しております。 

出前講座の活用については、機会を捉

えて周知を行っているところですが、家

庭や地域に根強く残る固定的な性別役割

分担意識の解消などに向けて、引き続き

積極的な活用を促進してまいります。 
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32 基本の柱Ⅲ ひとり親家庭応援センターについ

て、県として積極的に広報等に取り

組まれてきたと思いますが、R6 の

32.4%は R1(49.5%)よりかなり低い水

準ですが、何故でしょうか。また、今

後どのように改善していく予定です

か。 

県では、毎年度「ひとり親福祉のしお

り」を作成し、県ホームページへの掲載、

市町村窓口や商業施設（コンビニ・スーパ

ー等）への設置、児童扶養手当受給者への

個別配布などを通して、ひとり親家庭の

方が利用できる制度の周知に努めてまい

りました。 

しかしながら、令和６年度のひとり親

家庭応援センターの認知度が計画策定時

を下回っていることから、ひとり親家庭

の方に対して、これまで以上に必要な情

報をしっかり届ける必要があるものと考

えております。 

県としましては、既存の取組内容に加

えて、より情報の届きやすい手法を検討

しながら、多様な媒体を活用してひとり

親家庭応援センター等の周知の強化に取

り組んでまいります。 

 


